
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○

大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）

（
定
義
等
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３
・
４
・
５
・
６
・
７

（
略
）

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
粉
じ
ん
」
と
は
、
物
の
破
砕
、
選
別
そ
の
他
の
機
械
的
処
理
又
は
た
い
積
に
伴
い
発
生
し
、
又
は
飛
散
す
る
物
質
を
い
う
。

９

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
粉
じ
ん
」
と
は
、
粉
じ
ん
の
う
ち
、
石
綿
そ
の
他
の
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
質
で
政
令
で
定

め
る
も
の
を
い
い

「
一
般
粉
じ
ん
」
と
は
、
特
定
粉
じ
ん
以
外
の
粉
じ
ん
を
い
う
。

、

・

（
略
）

10

11こ
の
法
律
に
お
い
て

「
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
」
と
は
、
吹
付
け
石
綿
そ
の
他
の
特
定
粉
じ
ん
を
発
生
し
、
又
は
飛
散
さ
せ
る
原
因
と
な
る
建
築

、

12

（

「

」

。
）

、

、

、

材
料
で
政
令
で
定
め
る
も
の

以
下

特
定
建
築
材
料

と
い
う

が
使
用
さ
れ
て
い
る
建
築
物
を
解
体
し

改
造
し

又
は
補
修
す
る
作
業
の
う
ち

そ
の
作
業
の
場
所
か
ら
排
出
さ
れ
、
又
は
飛
散
す
る
特
定
粉
じ
ん
が
大
気
の
汚
染
の
原
因
と
な
る
も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

・

（
略
）

13

14



○

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
十
一
月
三
十
日
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）

（
特
定
粉
じ
ん
）

第
二
条
の
四

法
第
二
条
第
九
項
の
政
令
で
定
め
る
物
質
は
、
石
綿
と
す
る
。

第
三
条
・
第
三
条
の
二

（
略
）

（
特
定
建
築
材
料
）

第
三
条
の
三

法
第
二
条
第
十
二
項
の
政
令
で
定
め
る
建
築
材
料
は
、
吹
付
け
石
綿
と
す
る
。

（
特
定
粉
じ
ん
排
出
等
作
業
）

第
三
条
の
四

法
第
二
条
第
十
二
項
の
政
令
で
定
め
る
作
業
は
、
次
に
掲
げ
る
作
業
と
す
る
。

一

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規
定
す
る
耐
火
建
築
物
又
は
同
条
第
九
号
の
三
に
規
定
す
る
準
耐
火
建

築
物
で
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
特
定
耐
火
建
築
物
等
」
と
い
う

）
を
解
体
す
る
作
業
で
あ
つ
て
、
そ
の

。

対
象
と
な
る
建
築
物
に
お
け
る
特
定
建
築
材
料
の
使
用
面
積
の
合
計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の

二

特
定
耐
火
建
築
物
等
を
改
造
し
、
又
は
補
修
す
る
作
業
で
あ
つ
て
、
そ
の
対
象
と
な
る
建
築
物
の
部
分
に
お
け
る
特
定
建
築
材
料
の
使
用
面
積
の
合

計
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の
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○

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
九
年
一
月
二
十
四
日
政
令
第
六
号
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
令
第
三
条
の
四
各
号
に
掲
げ
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
お

け
る
当
該
作
業
に
つ
い
て
は
、
法
第
十
八
条
の
十
七
及
び
第
十
八
条
の
十
八
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


